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２００９年１１月１５日(日)、大阪・東淀川人

権文化センターにおいて、ＮＰＯ法人ゆうせい非

正規労働センターの第２回総会を開催しました。

第２回総会は、同日開催とした第６回ゆうメイ

ト全国交流会で職場の問題点等については論議す

ることとし、１２時から１３時までの短時間の総

会となりましたが、「ゆい会員通信第４号」の活

動報告及び２００９年度の活動方針を確認し終了

しました。

【第２会総会決定事項】

１ 略称

本法人の略称

「非正規センター(ゆい)」と正式決定

２ 賛助会員入会金の廃止

議決権のある正会員と入会金・会費とも同額

となっていました賛助会員の会費を見直し、今

後の会員拡大につなげていくことを含め、下記

の通り本法人の会費を変更しました。

○正会員 入会金2,000円 会費2,000円

○賛助会員 会 費2,000円

○賛助団体 入会金2,000円 会費一口2,000円

(賛助団体の会費の上限は設けない)

※なお、会費については、年会費であり、年度

内に加入あるいは継続していただいた会費は、

加入月日にかかわらず、その年度の会費とな

ります。

（2009年度 09年10月1日～10年9月30日）

３ 会計規則の決定

「会員通信第４号」の第２回総会議案で提起

していました「会計規則」を第２会総会で決定

しました。

今後「会計規則」により本法人の会計を執行

していくことになります。

４ 主な活動方針

・会員拡大

リーフレットを活用し、会員拡大を今年度

の最重要課題として取り組む。

・継続した労働相談の取り組み

・学習資料の発行

―本年度の予定―

「職場の権利ブック(３)」(賃金関係)

「労働条件Ｑ＆Ａ」(２回)

「期間雇用社員の実態報告集」

・全国一斉電話労働相談実施

・学習交流会の開催

一つでも多い各地域・職場において、学習

交流会を開催し、期間雇用社員、正社員の交

流と学習を深めるとりくみを進めていきます。

会員継続をお願いします
《郵便振替口座》

加入者名 ゆうせい非正規労働センター

口座番号 00980-5-107896



非正規センター(ゆい)第２回総会と同日、１１

月１５日に「第６回ゆうメイト全国交流会」を開

催し、全国から１００名を超える期間雇用社員・

正社員が結集しました。

全国の仲間による意見交換、講師による学習、

懇親交流会での楽しく交流を深める取り組みとし

て、毎年１回開催しています「ゆうメイト全国交

流会」も今年で６回目を迎えました。

《派遣村を作らない闘いを！》
鴨桃代さん講演

今回のメインとして、ア

メリカ発の金融危機による

世界同時不況の中で、昨年

年末から今年にかけて大き

な社会問題ともなりました

住んでいる住居(社宅)をも

一方的に放り出される「派

遣切り」に対して、派遣労

働者に生きる場を確保し、

政府の派遣労働者対策を迫

るたたかいとして展開されました「派遣村のたた

かい」について、ぞの闘いの中心を担ってこられ

た全国ユニオン会長の鴨桃代さんから「派遣村の

たたかいの意義と課題」と題して講演をしていた

だきました。

鴨さんの講演内容は、派遣村を作るに至った状

況、派遣労働者の置かれている実態、現実に働い

ている労働現場との契約関係が存在しないことに

よる問題点、さらには、偽装請負につながってい

る実態、等々の派遣労働をめぐるを様々な問題点

を具体的に提起され、一刻も早い登録型派遣の全

面禁止を含めた派遣法の改正が必要であり、基本

的には派遣村を作らなくてもよい闘いが求められ

ていると提起されました。

また、派遣労働を含め、非正規雇用の均等待遇

実現に向け、労働組合が自らの課題として取り組

んでいく必要性を提起されました。

※鴨桃代さんの講演については、講演すべての録

音を非正規センター(ゆい)ホームページで聞いて

いただくことができます。是非お聞き下さい。

《納得できない評価に黙っていない！》
----パネルディスカッション

スキル評価の総点検----

今回のパネルディスカッションは「スキル評価」

に絞って、関東・東京・東海・近畿・中国・九州

の期間雇用社員のパネラーから問題提起を行い、

交流会プログラム
○司会挨拶(豊中支店・檞さん）

○主催者挨拶(城東支店・天野さん)

○期間雇用社員新賃金概要提起

○記念講演 鴨桃代さん(全国ユニオン会長)

--派遣村のたたかいの意義と課題--

○各地からの報告

○パネルディスカッション

--スキル評価の総点検--

○懇親交流会

--ビールとお酒、軽食で懇親--
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岡山の橋田さんの司会で「スキル評価の総点検」

を行いました。

各地方でスキル評価のあり方の違いも明らかに

なっていますが、やはり基本的には「納得できな

い評価には、黙っていない」ことが何よりも必要

であることが各パネラーから提起されました。

非常に不十分でかつ問題点も多い制度ですが、

「苦情相談制度」を活用し、問題点をきっちり指

摘する取り組みを積み重ねていくことが重要であ

り、とりわけ、組合として問題点を追及できる

「苦情処理会議」の活用こそが、管理者により恣

意的な評価に歯止めをかけていく闘いであること

をお互いに確認しました。

そういう意味を含め、非正規雇用労働者の労働

条件改善・均等待遇改善に向けいかに闘うのか、

労働組合のあり方が問われているといえます。

《各地からの報告が投げかけた問題点》

交流会では各地からの報告として

○ 登戸局被災ゆうメイト損害賠償請求裁判勝

利報告

○ 岡山期間雇用社員・萩原さん雇止め撤回裁

判報告

○ ＪＰＥＸ設立による労働条件不利益変更と

のたたかい報告

以上の報告が行われました。

仕事中の怪我で右手が不自由になり歩行にも支

障があるにもかかわらず、補償打ち切り、退職に

追い込まれた登戸局元ゆうメイト永田さん。

自分の「不注意」があった

ものの、相手に怪我をさせた

ものでもなく、自らも仕事を

休む事故でもなく、正社員な

ら絶対に解雇とならない事故

で生活をも奪いさる雇止め＝

解雇となった萩原さん。

会社の営業上の理由で一方的に生活もできなく

なる勤務時間・日数を削減され、その同意を拒否

すると雇止め＝解雇されそうになった期間雇用社

員の仲間たち。

鴨さんの講演で提起された派遣労働者の置かれ

ている問題点、そして、これらの報告から共通の

問題として明らかになっているのは、非正規雇用

であるというただその一点において、まるで「も

の」のごとく使い捨てられている実態であり、会

社の社会的責任を果たそうともしない対応です。

非正規センター(ゆい)は、会員拡大の呼びかけ

にリーフレットを作成し、そのリーフレットのな

かで「人として生きるために」との主張を一番に

掲げています。

各報告でも明らかなように、正社員には非常に

不十分ながら少しは保障されている諸権利も奪い

去られ、非正規であるということのみにおいて、

差別され、虐げられ、人間としての権利・尊厳さ

え踏みにじられている実態。これこそが今日の非

正規労働者における基本的な問題といえます。

《もりあがった「懇親交流」》

ゆうメイト全国交流会の第二部として、昨年に

引き続き広島・植本さんの名司会（？）により、

例年通り、ビールとお酒、軽食でにぎやかに、楽

しく、わいわいと、懇親交流会を開催しました。

参加者全員の「一言自己紹介」、東京の仲間に

よる「コント」、毎年お世話になっています「ク

ミ・タミ」さんによる歌、そして、各地からの報

告など、全国各地から参加した期間雇用社員・正

社員の交流を深めました。

各地域・各職場での「ゆうメイト交流会」を開

催し、一人一人の問題点や課題を共有しつつ、問

題点解決に向け、共にとりくみを進めていきましょ

う。



同封しています「リーフレット」を活用し、会員拡大の取り組みを！

リーフレットが必要な場合は「リーフレット送付希望」の表題でメールで要請下さい。

非正規センター(ゆい)の提言

非正規雇用労働者は全雇用者人数の３３．６％、約１，７００万人、郵政グループにおいても、約２２

万人の非正規雇用労働者＝期間雇用社員が働いている。

また、本年１０月に「日本の貧困率」は１５．７％と発表され、毎年貧困率が拡大していることも明ら

かとなった。「貧困率」とは、全所得者の真ん中の金額を基準にその半額に満たない者の占める割合であ

り、金額的には年収１１４万円以下の者が占める割合である。

郵政期間雇用社員も、年収２００万円未満が７割との調査結果も出ており、まさに郵政期間雇用社員は、

ワーキングプアとして働いている。

賃金だけではなく、雇用制度・労働条件においても、正社員との大きな格差の中で働いており、とりわ

け雇用においては、景気動向等に対応しつつ低賃金かついつでも使い捨て可能な「雇用の調整弁」として

の役割を担わされているのが現状である。

私たちは、このような郵政期間雇用社員の置かれている現状を踏まえ、非正規雇用労働者が人間として

生き、働き続けることができる雇用と労働条件確立に向け、以下の通り提言する。

１，基本提言

憲法２５条は、全ての国民が健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有す ると宣言している。し

かし、非正規雇用労働者の多くはワーキングプアといわ れる生活を余儀なくされ、人として生きる権

利を奪われている現状であり、そ の基本的な問題点は有期雇用としての非正規雇用制度そのものにあ

る。

よって、私たちは、非正規雇用制度の撤廃を基本として以下の提言を行う。

・ 非正規雇用は、臨時的・季節的雇用に限定

・ 同一労働同一賃金の原則を全ての労働者に適用

・ ワーク・ライフ・バランス(働き方の多様化）の趣旨を踏まえ、短時間正社員制度の確立、勤務時間・

日数を含めた働き方の個人の自由な選択保障

・ 全ての労働者に働く場を確保し、社会保障の整備及びワークシェアリングの拡充

２，郵政期間雇用社員の当面の課題

２２万人の非正規雇用労働者を雇用する一大企業としての社会的責任を踏ま え、郵政グループとし

て下記課題について、早急な解決が必要とされる。

・ 同一労働における賃金を含めた正社員との労働条件均等待遇実現

・ 登用制度の透明化、公平性の確保

・ スキル評価基準の明確化と公正化

２００９年１１月１５日

第６回ゆうメイト全国交流会参加者一同

ＮＰＯ法人ゆうせい非正規労働センター
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